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導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

  本市の総人口は、平成２２年の国勢調査で３４，２２７人であったが、１０年後

の令和２年で２８，１２１人と年々減少傾向にある。令和２年の年齢階層別の人口

構成をみると、１５歳未満の年少人口割合が８．８％、１５～６４歳の割合が４９．

１％、６５ 歳以上の老年人口の割合は４２．１％となっている。老年人口比率が年

少人口比率を大きく上回っており、急速な少子高齢化が進展している。 

産業構造については、令和２年の就業者数の構成比をみると、第１次産業が７．

６％、第２次産業は２２．１％、第３次産業は７０．３％となっている。第１次産

業、第２次産業は減少傾向にあり、第３次産業は増加傾向にあるものの、第１次産

業、第２次産業の減少分を補うにはいたっていない。 

市内の全産業における事業所数は減少傾向にあり、平成２４年で１，３６５事業

所あったが、令和３年では１，１９０事業所となっている。全般に労働者の高齢化

により技術力の低下、および後継者不足を要因とする廃業が事業者の現状課題とな

っている。一方、事業所の売上（収入）金額は、平成２４年で約４１４億円であっ

たが、令和３年は約４６７億円と増加している。つまり、廃業に迫られる事業者が

いる反面、一部の事業者または業種においては業績を伸ばしており、これら二極化

が市内産業において顕在化してきている。 

 

（２）目標 

  先端設備等導入計画の認定によって、老朽化した設備等の更新、新規設備導入を

促し、労働生産性を高めながら、品質向上、取引量の拡大、雇用の拡大につなげ、

本市の地域経済の活性化を図り、本基本計画の計画期間中に５件程度の先端設備等

導入計画の認定を目標とする。 

これにより、中小企業者の生産性を抜本的に向上させることで、人手不足に対応

した事業基盤をつくり地域経済の発展することを目指す。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

  先端設備等導入計画を認定した中小企業者の労働生産性（中小企業等の経営強化

に関する基本方針に定めるものをいう。）が年率３％以上向上することを目標とす

る。 

 

２ 先端設備等の種類 

  本市の産業は、農林業、製造業、サービス業と多岐に渡り、多様な業種が本市の

経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する



必要がある。したがって、多様な産業の多様な設備投資を支援する観点から、本基

本計画において対象とする設備は、中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に

定める先端設備等全てとする。 

ただし、太陽光発電設備は雇用の創出及び安定を図る等の観点から、自己の工場

や事務所等建築物の屋上に設置するもので、全量売電を目的とせずその発電電力を

直接生産等に供するものに限り対象とする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

  本市の地形、及び都市計画区域の市街化区域は、合併前の旧町村の区分に分かれ

ていることから、導入促進基本計画に定める区域は、市内全域を対象とする。 

 

（２）対象業種・事業 

  本市の産業規模に応じ、できる限り幅広く事業者を支援する必要があることから、

導入促進基本計画に定める業種及び事業は、全業種、全事業とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

  令和７年４月１日～令和９年３月３１日までとする。 

   

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

  ３年間、４年間、５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

①  人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、

雇用の安定に配慮する。 

②  公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについて

は先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮

する。 


